
プロポーザル方式実施説明書 
 

第 1 章 プロポーザル参加に係る手続き等 

1 プロポーザルの概要 

(1)  業務の概要 

ア 業務委託名 令和７年度高付加価値旅行者受入環境整備促進事業 

イ 業務内容 別紙「業務説明資料」のとおり 

ウ 履行期間 契約締結日から令和 8年 3月 31 日まで 

エ 契約上限金額 8,998 千円（消費税および地方消費税を含む） 

 (2)  書類一覧 

   本プロポーザル方式で用いる書類は、次のとおりとする。 

1 公告文 

2 契約書 

3 業務説明資料 

4 評価基準 

5 プロポーザル方式実施説明書 

6 様式 1 参加意向申出書 

7 様式 2 参加資格確認結果通知書 

8 様式 3-1 質問書 

9 様式 3-2 質疑応答書 

10 様式 4 企画提案書 

11 様式 5 企画提案書等の取扱いに関する回答書 

12 様式 6 結果通知書 

13 別記 1 企画提案書等の取扱いに関する確認依頼 

14 別記 3 入札参加資格審査申請に準じた書類 

 ※6～14 は、プロポーザル方式実施説明書に添付 

  

(3)  スケジュール 

  本プロポーザル方式におけるスケジュールは次のとおりとする。 

参加意向申出書提出期間 

質問書受付期間 
令和 7年 5月 15 日（木）から令和 7年 5月 23 日（金）正午 

参加資格確認結果通知日 令和 7年 5月 27 日（火） 

質問に対する回答送付日 令和 7年 5月 27 日（火）予定 

企画提案書等提出期間 令和 7年 6月 6日（金）正午 

ヒアリング実施日 令和 7年 6月 11 日（水）予定 

特定・非特定の通知日 令和 7年 6月 13 日（金）予定 

契約締結 特定結果通知書を送付した日より 7日以内 

 

2 担当部署および問い合わせ先 

  （公財）浜松・浜名湖ツーリズムビューロー 

所在地：〒430-0928 浜松市中央区板屋町 596 EASTITAYA25 1 階 

  電話：053-458-0011  FAX：053-458-0013  メールアドレス：marketing@hamacon.net 

 

 



3 参加するために必要な資格 

  次に掲げる要件を満たす者 

  (1) 地方自治法施行令第 167 条の 4の規定に該当しない者であること。 

(2) 次のいずれかに該当する者であること。 

ア 入札参加資格並びに資格審査の時期および方法に関する告示（平成 20 年 10 月 1 日浜松市 告

示第390号）の規定により、令和3・4年度の競争入札参加資格の認定を受けている者であること。 

イ 引き続き 1 年以上業務を営んでおり、入札参加資格審査申請に準じた書類を参加意向申出書の

提出期限日までに提出した者であること。 

  (3) 浜松市物品の購入等に係る入札参加停止等措置要綱に基づく入札参加停止期間中でないこと。

また、同要綱第 1 条に規定する有資格業者以外の者にあっては、同要綱別表第１および別表第２

に定める措置要件に該当する行為を行っていないこと。 

(4) 会社更生法（平成14年法律第154号）に基づき更生手続開始の申立てがなされている者（更生手

続開始の決定を受けている者を除く。）又は民事再生法（平成11年法律第225号）に基づき再生手

続開始の申立てがなされている者（再生手続開始の決定を受けている者を除く。）でないこと。 

 (5) 暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成 3 年法律第 77 号）第 2 条第 2

号に規定する暴力団をいう。）、暴力団員等（同条第 6号に規定する暴力団員又は同号に規定する

暴力団員でなくなった日から５年を経過しない者をいう。以下同じ。）および暴力団員等と密接

な関係を有する者並びにこれらの者のいずれかが役員等（無限責任社員、取締役、執行役若しく

は監査役又はこれらに準じるべき者、支配人および清算人をいう。）となっている法人その他の

団体に該当しない者であること。 

  

4 参加手続き等 

 (1)  参加に必要な書類の提出 

  本プロポーザルの参加希望者は次により本プロポーザルの参加に必要な書類の提出をすること。 

ア 受付期限 令和 7年 5月 23 日（金）正午まで（必着） 

イ 提出先  公益財団法人浜松・浜名湖ツーリズムビューロー 

ウ 提出方法 持参又は郵送（郵送の場合は書留郵便とし受付期間の最終日までに必着とする。） 

エ 提出書類  

（ア）参加意向申出書 

（イ）別記 3 に掲げる入札参加資格審査申請に準じた書類 

(2) 参加資格確認結果通知書の交付 

   ア 交付場所 公益財団法人浜松・浜名湖ツーリズムビューロー 

イ 日時   令和 7年 5月 27 日（火） 午前 9時 00 分以降         

   ウ その他  メールにて通知。電話連絡等はしない。 

※なお、郵送を希望する場合は、参加意向申出書を提出する際に、110 円切手を貼っ

た返信用封筒を添付すること。 

 (3) 参加資格がないと認められた者の理由説明要求 

(2)で参加資格がないと認められた者は、担当部署に対し、次のとおり説明を求めることができる。 

ア 提出方法 持参又は郵送（郵送の場合は書留郵便とし、受付期間の最終日までに必着とする。） 

イ 提出期限 令和 7年 5月 30 日（金）正午まで（必着） 

ウ 提出先  公益財団法人浜松・浜名湖ツーリズムビューロー 

エ 様式   任意様式 

(4) 質問書の提出および回答 

    本プロポーザル方式の内容について疑義のある場合は、次により質問書の提出をすること。 

質問に対する回答は、企画提案書提出期限の前 3日間（浜松市の休日を定める条例第 1条第 1項 

に規定する休日を除く。）（公財）浜松・浜名湖ツーリズムビューローにおいて閲覧に供するとと

もに、参加資格を認められた者全員に通知する。なお、質問事項のない場合は、質問書の提出は



不要とする。 

ア 提出期限 令和 7年 5月 23 日（金）正午まで（必着） 

イ 提出先  公益財団法人浜松・浜名湖ツーリズムビューロー 

ウ 提出方法 持参、郵送、電子メール 

エ 回答送付日および方法 令和 7年 5月 27 日（火） 電子メールによる 

 

5 参加資格の喪失 

(1)  参加意向申出書の提出期限の日又は指名通知日から受託候補者の特定の日までの間に次のいず

れかに該当することになった場合には、以後の本件に関する手続の参加資格を失うものとする。 

 ア  第 1章 3に規定する当該業務委託に係る参加資格の全ての要件を満たす者ではなくなったとき 

     イ  第 1章 4(1)エおよび第 2章 2(1)で示す書類に虚偽の記載をしたとき 

 

第 2 章 企画提案書等について 

1 企画提案書、その他企画提案に関する資料（以下「企画提案書等」という。）の内容 

(1) 企画提案書等は、次に掲げる内容を記載するものとする。 

ア 提案者の概要  

（ア）法人概要  

（イ）他団体からの受託した同種・類似事業の実績  

（ウ）（公財）浜松・浜名湖ツーリズムビューローおよび浜松市からの業務受託実績 ほか  

イ 業務遂行の体制 

（ア）組織図  

（イ）業務責任者  

（ウ）業務担当者  

（エ）スタッフの専門性 

（オ）サポート体制   

（カ）スケジュール ほか 

ウ 業務内容 

   （ア）高付加価値旅行商品の造成 

   （イ）旅行会社招請によるファムトリップの実施 

   （ウ）旅行商品販売およびプロモーションの実施 

（エ）セミナー・ワークショップ等の開催 

 

2 企画提案書等の提出 

(1) 提出物 

  ア 企画提案書 

  イ 企画提案書等の取扱いに関する回答書 

    ※第 2章 5（3）および別記を参照のうえ提出すること。 

  ウ その他資料 

・参考見積書（内訳書） 

・会社概要および関連業務実績（会社パンフレット可） 

(2) 提出部数 7部（正本 1部、副本 6部） 

(3) 提出先  公益財団法人浜松・浜名湖ツーリズムビューロー 担当：杉山 



(4) 提出期限 令和 7年 6月 6日（金）正午まで（必着） 

(5) 提出方法 持参又は郵送（郵送の場合は書留郵便とし受付期間の最終日までに必着とする） 

※企画提案書、参考見積書については、データをメールでも提出すること。 

 

3 企画提案書等作成にあたっての留意点 

(1) 提案は、簡潔に記述すること。 

(2) 文書を補完するためのイメージ図・イラスト等の使用は可能とする。 

(3) 具体的な設計図、模型（模型写真含む）、透視図等の使用は不要とする。 

 

4 無効となる企画提案書 

次のいずれかに該当する提案は、無効とする。 

(1) プロポーザル方式実施説明書第 2章 1および 2に定める条件に適合しない提案。 

(2)  虚偽の記載をした提案。 

(3) 第 1章 3に示した参加資格を有しない者の提案。 

(4) ヒアリングに出席しなかった者の提案。 

(5) 参考見積金額が、実施説明書に示した契約上限金額を超える提案。 

 

5 企画提案書等の取扱い 

(1)  企画提案書等の作成および提出等に係る費用は提案者の負担とする。 

(2) 提出された企画提案書は、本プロポーザル方式における受託候補者の特定以外の目的では使用 

しないものとする。 

(3) 企画提案書等は、公平性、透明性を期すために、「浜松市情報公開条例」等関連法令に基づく情報 

公開請求がなされた場合、もしくは本団体が企画提案書等の公表が特に必要と判断する場合には、 

その全部を原則公開又は公表するものとする。例外的に、提案者の技術力やノウハウ等、公開又は 

公表することにより提案者の正当な利益を害する情報がある場合には、本団体の判断で非公開とす 

るものとする。なお、公開又は公表する場合の企画提案書等の使用に関する費用は、無償とする。 

(4) 提出された書類は、特定を行うために必要な範囲又は公開等の際に複製を作成することがある。 

(5) 企画提案書等の提出後、本団体の判断により補足資料の提出を求めることがある。 

(6) 企画提案書等に虚偽の記載をしたことが判明した場合には、提出された企画提案書等を無効と 

するとともに、虚偽の記載をした者に対して入札参加資格停止等の措置を行うことがある。 

 (7) 受託候補者の特定は、企画提案書等を基に行うが、契約後の業務は必ずしも提案内容に沿って 

実施するものではない。 

(8) 企画提案書等の提出は、1者につき 1案のみとする。 

(9) 提出された書類は返却しないものとする。 

(10) 企画提案書等に含まれる著作権・特許権など日本国の法令に基づいて保護される第三者の権利 

の対象となっているものを使用した結果、生じた責任は提案者が負うものとする。 

 

第 3章 審査の手続きおよび受託候補者の特定 

1 企画提案書等の審査 

企画提案書等の審査は、評価委員が次のように行う。 

(1) 審査の実施 

ア  ヒアリング審査 



（ア）令和 7年 6月 11 日（水）（予定） 

     詳細については対象者に別途連絡する。 

（イ） 第 2 次審査は、提案内容に対する確認や補足説明を主な目的として実施するもので、提出

された企画提案書等のみを使用し、他の資料、機材等は使用しないものとする。 

（ウ） 評価基準に従い審査を行う。 

（エ） ヒアリングへの出席者は 4 人以内（うち 1 人は業務を中心的に担当する者が望ましい。）

とし、ヒアリング時間は 1 者あたり 30分程度（説明 15分、質疑 15 分程度）を予定してい

る。なお、オンラインにて実施する場合もある。 

（オ） 3 者を超える者から企画提案書等が提出された場合、事前に書面審査を実施し、上位の 3

者程度に対し、ヒアリング審査を行うものとする。 

（ウ） 書面審査の実施の有無については、令和 7 年 6 月 6 日（金）15 時 00 分（予定）までに電

子メールにて通知し、審査結果を令和 7年 6月 9日（月）17 時 00 分（予定）までに電子メ

ールにて通知することとする。 

イ  評価基準 

別紙「評価基準」のとおり。 

 

2 受託候補者の特定 

(1)  提出された企画提案書等を審査し、最も優れている提案者を受託候補者として特定し、契約締結

に向けた必要な協議を行う。なお、この協議において、受託候補者からの企画提案書の内容の変更

は、原則として認めないものとする。 

(2)  受託候補者と契約締結に至らなかった場合は、次順位の者を新たな受託候補者として手続きを行

うものとする。 

(3)  最低基準点をあらかじめ設定している場合 

審査の結果、いずれの提案者も最低基準点以上の点数を得られなかった場合は、受託候補者を特

定しない場合がある。 

(4)  特定・非特定の通知 

提出者のうち、受託候補者として特定した者および特定されなかった者に対して、その旨および

その理由を電子メールにより令和 7年 6月 13 日（金）（予定）までに通知する。 

 

3 特定の取消 

受託候補者として特定された者は、特定の日から契約締結の日までの間に、次の（1）、（2）に該当

することになった場合には、当該プロポーザル方式における受託候補者としての特定は取消しするも

のとし、契約締結は行わないものとする。この場合、次順位の者を新たな受託候補者として手続を行

うものとする。 

  （1） 第 1章 3に規定する当該業務委託に係る参加資格の全ての要件を満たす者でなくなったとき 

  （2） 第 1章 4(1)エおよび第 2章 2(1)で示す書類に虚偽の記載をしたとき 

 

第 4章 その他 

1 手続において使用する言語および通貨 

(1) 言語  日本語 

(2) 通貨  日本国通貨 

 



2  契約書作成の要否 

   要する。 

3  その他 

本団体が本プロポーザル方式のために作成した資料は、本団体の了解なく公表、使用することはで

きないものとする。 


